
 

 

鶴見区区政会議 令和２年度第２回全体会開催概要 

開催日時 場所 委員に意見を求めた事項 条例上の根拠規定 

令和２年 12 月 書面開催 ・令和３年鶴見区運営方針（素案）について 条例第５条第１項 

⇒新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面で意見聴取を行った。 

 

 

鶴見区区政会議 令和２年度第３回全体会開催概要 

開催日時 場所 委員に意見を求めた事項 条例上の根拠規定 

令和３年３月４日 

午後７時～８時 24 分 

鶴見区役所 

４階 403・404会議室 

・令和３年度鶴見区運営方針（案）について 

・令和３年度鶴見区予算（案）について 
条例第５条第１項 

⇒新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「Microsoft Teams」を利用したウェブ会議を併用して行った。 

 

 

鶴見区区政会議 令和３年度第１回全体会開催概要 

開催日時 場所 委員に意見を求めた事項 条例上の根拠規定 

令和３年９月 30日 

午後７時５分 

～８時４分 

鶴見区役所 

３階 302 会議室 

・区政会議の今年度の進め方について 

・令和２年度鶴見区取組み実績・評価について 

・令和４年度鶴見区運営方針たたき台について 

条例第５条第１項 

⇒新型コロナウイルス感染拡大防止のため、「Microsoft Teams」を利用したウェブ会議を併用して行った。 

 


